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1. 研究の背景・目的

2005年 11月に発覚した耐震強度偽装問題は，建築

物の安全性確保のための社会制度の問題点が顕在化さ

せると同時に，確認検査機関の怠慢な検査業務を明ら

かしたと言える．中でも，利潤を追求する民間確認検

査機関だけではなく，特定行政庁の建築主事による検

査の見過ごし物件も多数あった点は特筆すべきであろ

う．こうした背景を受けて，本研究では検査機関によ

るモラルハザードを抑止し，規律付けるための制度設

計を行うことを目的とする．

2. 研究の枠組み

本来，検査機関の役割は施主に対して建築物の安全

性を第三者の立場から保証することにある．これは設

計図書の質に関する施主と設計者の間の情報の非対称

性によるものと考えることが出来る．しかし，検査機関

がモラルハザードを引き起こす場合，設計図書の質を

保証する社会制度は形骸化される．本研究では検査機

関によるモラルハザードを抑止する為の枠組みとして，

検査結果依存型の支払いスキームの提案を行う．また，

設計図書の質の保証に要する費用は，施主と設計者と

の間で取引を可能にするための費用，取引費用として

解釈可能である．これは社会厚生の観点から見た場合，

最小化されることが望ましい．以下では，検査機関の

モラルハザードを抑制しつつ，取引費用を最小化する

枠組みにおいて分析を行う．本研究において，設計・施

工業者の規律付けではなく，検査機関の規律付けに分

析の焦点を絞っている点に注意が必要である．

3．単一の検査機関モデル

3.1 モデル化の前提条件

設計図書の検査を行う検査機関が単一の場合を想定

する．検査機関が投入する努力水準を e ∈ {0, 1}で表

す．なお，e = 1は検査機関が設計図書の検査に対して

努力を行い，e = 0のときには努力を行わないことを

表す．設計図書の質には，設計基準を満たす設計図書

(G)と満たさない設計図書 (B)の 2種類を仮定し，基

準を満たさない設計図書が確率 ϵ (0 < ϵ < 1)で含まれ

ているものとする．次に，検査結果としては 2種類を

仮定し，m ∈ {g, b}とする．なお，g はその設計図書

の質が設計基準を満たすことを示す検査結果であり，b

は基準を満たさないことを示す検査結果を示す．検査

機関が保有しうる設計図書の質の情報は三種類の情報

s ∈ {sg，sb，sϕ}を仮定する．sgは設計図書がGである

という情報，sbは設計図書がBであるという情報，sϕ

は設計図書の質が不明である情報を示す．なお，検査

機関が検査結果 bを公表するときは不備な箇所を指摘

する必要があり，状態 sb を除いて不備を指摘する (検

査結果 bを報告する)ことは出来ないものと仮定する．

また，検査機関は，真の設計図書の質がBであり努力

を投入したとしても確率 p̄ (< 1)でしか判別できない

ものとする．検査依頼者は検査機関の努力水準は確認，

立証共に不可能だが，検査結果シグナルmは確認可能，

立証可能であることを仮定する．さらに，検査結果m

に基づき支払い利得を設計するものとし，検査機関の

利得関数 R1(m)をそれぞれ R1(g) = v，R1(b) = wと

する．

3.2 検査機関の意思決定問題のモデル化

努力投入に伴う不効用を含めた費用関数を eの関数

として ψ(e)とおく．なお，計算を簡易化させるために

ψ(1) = ψ (ψ > 0)，ψ(0) = 0とする．このとき，検査

機関の利得関数 π(e)は下記のように定式化される．

π(e) = ϵpeu(w) + (1 − ϵpe)u(v) − eψ (1)(
u′(·) > 0, u′′(·) < 0，u(·) = h−1(·)

)
検査機関の行動は

maxe∈0,1 π(e)に従う．誘引両立制約は

π(1) ≥ π(0) (2)

で表される．このとき，検査機関は努力を投入する．次

に，検査機関の参加制約条件として期待利得が非負と

なる条件，

π(1) ≥ 0 (3)

を考慮する必要がある．さらに，検査に対して常に努

力を行う検査機関に対して非負の期待利得を与える必

要がある．ここでは検査費用補償制約として，

u(v) ≥ ψ (4)

u(w) ≥ ψ (5)

を考慮する．検査機関の利得は，上記の誘因両立制約

下では設計図書の質の保証に要する費用，取引費用に
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相当する．そのため，最適利得設計問題は

[P1] min
(v,w)

π(1)

s.t. (2)，(3)，(4) and (5)

で表される．これを解くことで，最適利得 (v∗, w∗) =

(h(ψ), h( 1+ϵp̄
ϵp̄ ψ))が得られる．検査結果 g に対しては

最低限の費用補償を行うことが望ましく，一方，検査

結果 bに対しては高い報酬を支払うことで，検査機関

のモラルハザードを抑止することが可能であることが

分かる．

4 二者の検査機関モデル

4.1 モデルの前提条件

ここでは同質的な検査機関 i ∈ {1, 2} を想定する．

検査機関 iの努力水準，検査結果シグナルはそれぞれ

ei ∈ {1, 0}，mi ∈ {g, b}とし，利得関数Ri(m1,m2)を

両者の検査結果に対応させて表１のようにおく．

表 1: 検査結果シグナルに対応した検査機関の利得

(m1,m2) (R1, R2)

(g, g) (v, v)

(g, b) (y, x)

(b, g) (x, y)

(b, b) (w,w)

4.2 ナッシュ均衡解条件

検査機関 i ∈ {1, 2}の利得関数 πi(e1, e2)はそれぞれ

π1(e1, e2) = ϵ{pe1pe2u(w) + pe1(1 − pe2)u(x) + (1 −

pe1))pe2u(y)+ (1− pe1)(1− pe2)u(v)}+(1− ϵ)u(v)−

e1ψ，π2(e1, e2) = ϵ{pe2pe1u(w) + pe2(1 − pe1)u(x) +

(1−pe2)pe1u(y)+(1−pe2)(1−pe1)u(v)}+(1−ϵ)u(v)−

e2ψで表される．

表 2: 努力選択に基づく検査機関のゲームの構造

e2 = 1 e2 = 0

e1 = 1 (π(1, 1), π(1, 1)) (π(1, 0), π(0, 1))

e1 = 0 (π(0, 1), π(1, 0)) (π(0, 0), π(0, 0))

ここで π(e1, e2) = π1(e1, e2)とおき利得関数の対称

性を考慮すると，努力選択に応じた各検査機関の利得関

数は表２のように表される．このとき，(e∗1, e
∗
2) = (1, 1)

のみがナッシュ均衡解となる条件は

π(1, 1) − π(0, 1) ≥ δ (> 0) (6)

π(1, 0) − π(0, 0) ≥ δ (> 0) (7)

で与えられる．このとき、検査機関は双方とも努力を

行うと仮定する．次に，単一検査機関モデル同様に，参

加制約条件として

π(1, 1) ≥ 0 (8)

を考慮する．また，2者の検査機関が同じ検査結果を報

告した場合には 1者の場合と同様に検査費用補償制約

(4)，(5)を考慮する．このとき，最適利得設計問題は

[P2] min
v,w,x,y

2 × π(1, 1)

s.t. (4)，(5)，(6)，(7)，(8) and u(y) ≥ −l

で表される (l > 0)．なお，yは一方の検査機関が欠陥

を見つけたが，もう一方の検査機関が見つけられなかっ

た場合に，見つけられなかった機関が受ける罰則の役

割を果たし，最後の条件は罰則の上限を表す条件であ

る．このとき，罰則の上限に応じて下記の最適利得が

得られる．これを解くと，最適利得 (v∗
2 , w∗

2 , x∗
2, y

∗
2)は

lに応じて下記のように表される．

• For ψ+δ
ϵp − ψ ≥ l, (v∗2 , w∗

2 , x∗
2, y

∗
2) =(

h(ψ), h(ψ+δ
ϵp − l), h( δ+ψ

ϵp + ψ), h(−l)
)

• For l ≥ ψ+δ
ϵp − ψ, (v∗2 , w∗

2 , x∗
2, y

∗
2) =(

h(ψ), h(ψ), h( δ+ψ
ϵp + ψ), h(ψ − δ+ψ

ϵp )
)

これより，罰則の上限に応じて，両方の検査機関が欠陥

を見つけた場合の報酬を変化させることで，検査機関

のモラルハザードを抑止可能であることがわかる．ま

た，ここでは明示的に表記していないが，必ずしも 2

社の検査機関で検査を行う場合の総検査費用が，1社で

行うときよりも高くなるとは限らないことが示される．

5 まとめ

本研究では利潤最大化行動に従う検査機関を仮定し，

検査結果シグナルに基づく利得設計の提案を行った．特

に，二者検査を行う場合には，報酬と罰金を適切に組

み合わせることによりモラルハザードを抑止可能であ

ることが示された．今後の課題として，検査機関の能

力 (本モデルでは p)の問題が挙げられる．能力の異質

性を考慮した利得設計に関しての詳細は発表時に譲る．
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